
基本方針

金融商品に係る勧誘方針について
　当金庫は、「金融サービスの提供に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に際しては、次の事項を遵守し、勧誘の適正の確
保を図ることとします。
1. 当金庫は、お客さまの知識、経験および財産の状況および当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適正
な情報の提供と商品説明をいたします。

2. 金融商品の選択・購入は、お客さまご自身の判断によってお決めいただきます。その際、当金庫は、お客さまに適正な判断を
していただくために、当該商品の重要事項について説明をいたします。

3. 当金庫は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客さまに対し事実と異なる説明をしたり、誤解を招くことのないよう、研修等を通
じて役職員の知識の向上に努めます。

4. 当金庫は、お客さまにとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いません。
5. 金融商品の販売等に係る勧誘についてご意見やお気づきの点等がございましたら、お近くの窓口までお問い合わせください。

貸出運営についての考え方
　当金庫は、「基本方針」、「経営理念」を基礎として、各種リスクを考慮に入れながら、地域経済や地元のための小口融資の推進
に徹し、地域に根ざした信用金庫として、地元でお預りした資金は地元のために還元する精神をモットーとして、今後ともお客さま
が必要とされるときに必要な資金を低利に安定的に供給してまいります。

地域金融円滑化のための取組み

　目黒信用金庫は、地域の中小企業及び個人のお客さまに必要な資金を安定的に供給し、地域経済の発展に寄与する
ため、以下の方針に基づき、地域金融の円滑化に全力を傾注して取り組んでまいります。
　
1.取組み方針
　地域の中小企業及び個人のお客さまへの安定した資金供給は、事業地域が限定された協同組織金融機関である信
用金庫にとって、最も重要な社会的使命です。
 私どもは、お客さまからの資金需要や貸付条件の変更等のお申込みがあった場合には、これまでと同様、お客さまの
抱えている問題を十分に把握したうえで、その解決に向けて真摯に取り組みます。

　
2.金融円滑化措置の円滑な実施に向けた態勢整備
　当金庫は、上記取組み方針を適切に実施するため、以下のとおり、必要な態勢整備を図っております。
（1）本部専門部署（融資部・事業支援課）を通じ、経営相談・経営指導及び経営改善に向けた取組みに関するきめ細や

かな支援を行います。
（2）「金融円滑化ご相談窓口」の設置

全営業店に「金融円滑化ご相談窓口」を設置いたしました。
また、本部内に下記の通り、専用ご相談受付窓口（電話）を開設いたしました。

（3）本部及び営業店における態勢整備について
金融円滑化管理責任者のもと、本部及び営業店に下記責任者を配置し、本取組みがより円滑に行われるよう努め
ます。
本　部　金融円滑化管理責任者　融資部担当役員
営業店　金融円滑化推進責任者　営業店長　
　　　　金融円滑化推進担当者　融資担当役席者

（4）金融円滑化管理責任者は、関連する各部門と連携して「経営者保証に関するガイドライン」に基づく対応を適切に
実施するための態勢整備を図ります。また、役職員に対し、同ガイドラインに基づく対応を適切に実施することを
確保するために必要な事項を周知徹底いたします。

（5）金融円滑化管理責任者、苦情等受付窓口責任者は連携して、主債務者及び保証人からの保証契約に関する相談
等に対して「経営者保証に関するガイドライン」に基づき適切に対応するための取組みを行います。

　
3.他の金融機関等との緊密な連携
（1）当金庫は、複数の金融機関から借入れを行っているお客さまから貸付条件の変更等のお申込みがあった場合な

ど、他の金融機関等（政府系金融機関等、信用保証協会等及び中小企業再生支援協議会を含む）と緊密な連携を
図る必要が生じたときは、守秘義務に留意しつつ、お客さまの同意を得たうえで、これらの関係機関と情報の確
認・照会を行うなど、緊密な連携を図りながら地域金融の円滑化に努めてまいります。

（2）お客さまの事業の再生又は地域経済の活性化に資する事業活動を支援するに当たって、地域経済活性化支援機
構と緊密な連携を図ります。

※なお、お客さまからの貸付条件の変更等に関する苦情・相談は、
　次の相談窓口をご利用ください。
　目黒信用金庫　金融円滑化専用相談受付窓口
　電話番号 ０３-３７１９-０１１４（直通）

企業再生への取組み
　当金庫は本部内に融資部事業支援課を設置しており、「企業再生支援グループ」から継続して、令和3年度までに延べ92先
の再生支援先を選定し、活動を行っております。今後も「感謝されるサービス」の提供という基本理念のもと、地域経済の活性
化に貢献してまいります。

■当金庫の概要
　設　  立　大正１２年８月１日　　　　　 出 資 金　5億79百万円
　会 員 数　10,828名　　　　　　　　   本　　店　東京都目黒区中目黒3－1－30
　店 舗 数　11店舗（その他2出張所）　   役職員数　181名

■地区一覧
　東京都　目黒区・渋谷区・品川区・世田谷区・大田区・港区・新宿区・中野区・杉並区
　神奈川県（川崎市）　川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区

当金庫の概要

「個人情報保護」への取組み
　当金庫は、これまでも、お客さまからお預りした情報は、守秘義務のもと徹底した管理を行ってまいりました。また、「個人情報の保
護に関する法律」の全面施行にともない、さらなる個人情報の適切な保護と利用を図るため、「個人情報保護宣言（プライバシーポ
リシー）」を制定しております。（店頭及び当金庫ホームページ（https://www.shinkin.co.jp/meguro/privacy/policy.pdf）で
公表しております。）
　個人情報の取扱いに関する庫内ルールを定めた各種規程等の整備やシステム面の改善、職員研修を推進することにより、お客
さまの大切な情報の保護を徹底いたします。

「預金者保護法」への取組み
　キャッシュカードの偽造や盗難により、お客さまの預金が不正に引き出される被害にあわれた場合に、「偽造カード等及び盗難
カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」（預金者保護法）の趣旨に則り、
当金庫においても「キャッシュカード規程」等を改定し、補償を行う態勢を整えております。
　また、その対策として、令和3年7月よりICキャッシュカードの導入や、類推されやすい暗証番号（生年月日、電話番号）の登録防
止に対するシステム改善、ATMコーナーのセキュリティー強化等対策を実施しており、今後も安心してお取引いただけるよう安
全対策の充実に努めてまいります。

●目黒区（５店舗・2出張所・１本部）
本　　　店
目黒区中目黒３－１－３０
東急東横線中目黒駅・駒沢通り沿い
（東京共済病院出張所）　　　　目黒区中目黒２－３－８
（目黒区役所出張所）　　　　　目黒区上目黒２－１９－１５
TEL .（３７１９）０１１１（代表）
上目黒支店
目黒区上目黒２－４９－１７
東急東横線祐天寺駅・目黒銀座商店街
TEL .（５７０４）４１４１（代表）

　三 谷 支 店
目黒区鷹番３－１０－８
東急東横線学芸大学駅・学芸大学本通商店街
TEL .（３７１１）５２２１（代表）

　中 町 支 店　　　　
　　目黒区中町２－３０－１１
東急東横線祐天寺駅・中央中通り商店会
TEL .（３７１１）４１４１（代表）

■店舗一覧
　洗 足 支 店　　　　
　　目黒区洗足２－２６－５
東急目黒線洗足駅・洗足商店街いちょう通り
TEL .（３７８３）５６５１（代表）

　本　　　部
　　目黒区中目黒３－１－３０
東急東横線中目黒駅・駒沢通り沿い
TEL .（３７１９）０１１６（代表）

●大田区（１店舗）
　鵜の木支店　　　　
　　大田区鵜の木２－２－１２
東急多摩川線鵜の木駅
【仮店舗】大田区鵜の木2－14－13　栗原ビル1F
東急多摩川線鵜の木駅・鵜の木平和会（商店街）
TEL .（３７５９）５６８１（代表）

●品川区（4店舗）
　西小山支店　　　　
　　品川区小山６－２１－１８
東急目黒線西小山駅
TEL .（３７８７）５４１１（代表）

　不動前支店　　　　
　　品川区小山台１－１１－１６
東急目黒線不動前駅・かむろ坂上
TEL .（３７９２）６５３１（代表）

　二葉支店　　　　
　　品川区二葉３－２－１２
東急大井町線戸越公園駅
TEL .（３７８５）７８１１（代表）

　荏原支店　　　　
　　品川区中延２－９－９
東急池上線荏原中延駅・荏原中延東栄会（商店街）
TEL .（３７８３）４２１１（代表）

●世田谷区（１店舗）
　梅丘支店　　　　
　　世田谷区梅丘１－２６－９
小田急線梅ヶ丘駅・梅丘商店街
TEL .（３４２９）８２０1（代表）
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